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令和５年度一般会計予算

５００億円 対前年比 ４３億７，２００万円増加（９．６％増）

・当初予算規模は平成２６年度から１０年連続で過去最大規模を更新

１ 予算規模

・令和５年度一般会計予算は、令和４年度当初予算と比べて、４３億７，２００万円
（９．６％）の増加となり、過去最大の予算規模
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当初予算規模の推移
単位：億円

市 税 ２３７億９，９５５万４，０００円

７億６，３１６万３千円増加（対前年比３．３％増）

・個人市民税・・・令和４年度決算見込額の増や納税義務者の増により４．２％の増

・法人市民税・・・令和４年度決算見込額の増により１７．７％の増

・固定資産税・・・新築家屋が増えていることなどから全体で２．１％の増

国庫支出金 １０４億２，１５６万７，０００円

８億５，５４１万２千円増加（対前年比８．９％増）

・子どものための教育・保育給付交付金や公立学校施設整備費負担金などの増

２５５億８，３１１万１，０００円

９億１，７８２万２千円増加（対前年比３．７％増）

・介護給付・訓練等給付費負担金や生活保護費などの増

民生費

４８億６７９万９，０００円

１７億６，４０９万１千円増加（対前年比５８．０％増）

土木費

・（仮称）宮戸二丁目公園用地購入費や橋梁改修工事費負担金などの増

〇主な増加要因（歳入）

〇主な増加要因（歳出）
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あさか多子世帯応援プロジェクト

～３人以上のお子様がいる多子世帯へのサポートを強化します～

〇多子世帯応援給付金を支給します

妊娠・出産包括支援事業（Ｐ２１４・２１５） ３，６００万円

第３子以降のこどもを出産した家庭に対し、「出産・子育て応援給付金」として１０万円を支給するこ
とと合わせ、市独自の施策として３０万円の給付金の支給を行います。

〇多子世帯の保育料を軽減します

保育園運営事業（Ｐ１８２～１８７）
子ども・子育て支援事業（Ｐ１８８～１９１）

１，１１１万２
４７６万２

千円
千円

保育園等に入所する第３子以降の児童の保育料を無償化し、多子世帯における経済的負担を軽減しま
す。

〇３人目以降の学校給食費を無償化します

学校給食運営事業（Ｐ３３８・３３９） １，７７６万円

小学校、中学校に兄弟姉妹が３人以上在籍している場合に、３人目以降の学校給食費を無償化し、多子
世帯における経済的負担を軽減します。

〇育児用品をお届けします

妊娠・出産包括支援事業（Ｐ２１４・２１５） ６５０万円

子育てファミリーを応援するため、こどもを出産した家庭に１万５，０００円分の育児用品をお届けし
ます。

〇「出産・子育て応援給付金」の支給に合わせ、相談体制を充実します

妊娠・出産包括支援事業（Ｐ２１４・２１５） ７，３０９万５千円

妊娠時に５万円、出産時に５万円の「出産・子育て応援給付金」を支給することと合わせ、妊娠期から
出産・子育てまで一貫した相談体制をとり、様々なニーズに沿った必要な支援につなぐ伴走型の相談支援
を実施します。

国や県と連携し、子育て支援を充実します

２ 令和５年度実施の主な事業について

担当：健康づくり課

担当：保育課

担当：学校給食課

担当：健康づくり課

担当：健康づくり課

・（ ）内は、令和５年度（２０２３年度）朝霞市一般会計予算及び予算説明書の事業名とページです。
・金額は各取組にかかるものだけを計上したものであり、事業費と一致しない場合があります。

①重点事業
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〇学校給食単価見直しによる改定分を市が負担します

学校給食運営事業（Ｐ３３８～３４１） ６，００５万１千円

給食に係る原材料等の物価高騰に対応するため、学校給食単価を増額改定します。ただし、保護者の
方々に与える影響を踏まえ、令和５年度分の給食費については、単価見直しによる改定分を市が負担し
ます。

〇燃料費高騰等の影響を受けている交通事業者に支援金を交付します

〇中小企業融資制度利用者について、実質無利子化します

中小企業支援事業（Ｐ２５６・２５７） １８９万４千円

市の中小企業融資制度を利用される方について、令和５年１月から１２月までに支払った利子分の補助
を７分の４から７分の７に引き上げます。

朝霞地区４市共用火葬場設置検討事業（Ｐ９０～９３） ３万３千円

朝霞地区４市に公設火葬場の設置が必要と考えることから、志木市に「（仮称）朝霞地区４市共用火葬
場設置検討協議会」を設置し、基本構想の策定を行います。

〇小学校校舎の増築工事を行います

第六小学校校舎増築事業（Ｐ３２２～３２５）
第九小学校校舎増築事業（Ｐ３２４・３２５）

５億８，１５０万８
４億４，２２２

千円
万円

小学校の学級定員の引き下げによる学級数の増加に伴い、普通教室が不足することから、第六小学校及
び第九小学校に校舎を増築します。

〇教育相談事業の充実を図ります

教育相談事業（Ｐ３０６・３０７） ４６万８千円

子ども相談室で就学相談や発達検査の一部を実施できるよう環境整備を行います。

教育環境の充実を図ります

交通施策推進事業（Ｐ２９０・２９１） ５６９万円

燃料費の高騰による輸送コスト増加等の影響を受けながらも、市内での運行を継続している路線バス、
タクシー事業者に対して、支援金を交付します。

物価高騰の影響を受ける市民や事業者の負担軽減を行います

担当：学校給食課

担当：まちづくり推進課

担当：産業振興課

担当：教育指導課

担当：教育総務課

〇朝霞地区４市共用火葬場の基本構想を策定します 担当：政策企画課

近隣４市で共用火葬場の設置を検討します
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１　安全・安心なまちを目指す取組

1

１３６万４千円

（担当：財産管理課）

2

600万円

（担当：財産管理課）

3

３，２５８万円

（担当：財産管理課）

4

１億７，６０３万５千円

（担当：財産管理課）

5

７８３万５千円

（担当：危機管理室）

　※金額は各取組にかかるものだけを計上したものであり、事業費と一致しない場合があります。

　環境負荷低減の観点から、本庁舎内照明をESCO事業によりLED化します。

市庁舎長寿命化改修工事（劣化診断調査、基本設計）を行います

庁舎施設改修事業　P７４・７５
　朝霞市公共施設等マネジメント実施計画に基づき、市庁舎の長寿命化改修工事に係る劣化診断
調査、基本設計を行います。

市庁舎本館空調設備等改修工事を行います

庁舎施設改修事業　P７４・７５
　市庁舎本館の３階から５階までの空調設備を改修するとともに、屋上防水改修工事を行います。

第２期朝霞市公共施設マネジメント実施計画を策定します

公有財産管理事業　P７２・７３
　現行の計画が令和７年度で終了することから、令和８年度から令和１７年度までを計画期間とする
「第２期朝霞市公共施設等マネジメント実施計画」を策定します。

総合防災訓練を行います

地域防災推進事業　P８４・８５
　今後起こり得る首都圏直下型の地震発生を想定し、令和５年９月に朝霞市及び防災関係機関と実
践的な訓練を中心とした、総合防災訓練を行います。

市庁舎内照明をESCO事業によりLED化します

庁舎管理事業　P７２～７５

取組の概要 関連するSDGｓ

朝霞市一般会計予算及び予算説明書の事業名とページ 予算金額※

取組の内容

②総合計画の将来像の基本概念に基づく主な事業
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6

６９３万円

（担当：危機管理室）

7

８３万３千円

（担当：危機管理室）

8

７５４万８千円

（担当：地域づくり支援課）

9

４２４万９千円

（担当：内間木支所）

10

２５６万９千円

（担当：福祉相談課）

11

１１０万円

（担当：障害福祉課）

仲町市民センター大規模改修工事（設計）を行います

施設改修事業（市民センター）　P１３４・１３５
　公共施設等マネジメント実施計画に基づき、仲町市民センターの大規模改修工事に係る設計を行
います。

　公共施設等マネジメント実施計画に基づき、内間木支所庁舎の耐震診断調査を実施します。

第６次朝霞市障害者プラン等を策定します

障害者プラン・障害福祉計画推進事業　P１５４・１５５
　現行の計画が令和５年度で終了することから、令和４年度からの２か年で、令和６年度から令和１
１年度までを計画期間とする「第６次朝霞市障害者プラン」及び令和６年度から令和８年度を計画期
間とする「第７期朝霞市障害福祉計画・第３期朝霞市障害児福祉計画」を策定します。

　生活が困窮されている方に対し、家計管理に関する支援、各種給付制度の利用に向けた支援、債
務整理に関する支援等を行います。

内間木支所長寿命化対策（耐震診断調査）を行います

内間木支所管理事業　P１３６・１３７

家計改善支援事業を行います

福祉相談事業　P１４８～１５１

防犯カメラ設置工事に係る補助を拡充します

防犯対策推進事業　P８６・８７
　町内会における防犯カメラの設置を進めるため、防犯カメラ設置工事費の補助限度額を対象経
費の２分の１から５分の４に引き上げます。

地域防災計画を改定します

地域防災計画策定事業　P８４・８５
　近年の自然災害等の傾向や社会情勢の変化に対応するため、令和５年度からの２か年で、地域防
災計画を改定します。
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12

６，２６４万６千円

（担当：福祉相談課）

13

２５６万７千円

（担当：長寿はつらつ課）

14

１，０２３万円

（担当：長寿はつらつ課）

15

１，５４７万５千円

（担当：長寿はつらつ課）

16

５００万円

（担当：まちづくり推進課）

17

４７万円

（担当：まちづくり推進課）

朝霞駅南口駅前通りの一方通行化及び周辺道路の安全対策を
検討します

都市計画総務事務事業　P２７６・２７７
　朝霞駅周辺地区の課題である交通安全対策について、朝霞駅南口駅前通りの一方通行化や周辺
道路の安全対策の検討を進めるため、基本構想を策定します。

総合福祉センター改修工事を行います

施設改修事業（総合福祉センター）　P１６２・１６３
　総合福祉センターにおいて、屋上防水工事、外壁修繕工事、浴室天井修繕工事、空調機改修工事
を行います。

朝光苑長寿命化改修工事（劣化状況調査）を行います

特別養護老人ホーム管理運営事業　P１７２・１７３
　公共施設等マネジメント実施計画に基づき、特別養護老人ホーム朝光苑の長寿命化を検討するた
めの調査を行います。

朝光苑施設改修工事を行います

施設改修事業（特別養護老人ホーム）　P１７２・１７３
　特別養護老人ホーム朝光苑において、消火ポンプ入替・キュービクル部品交換等の工事を行いま
す。

道路反射鏡設置工事に係る補助を拡充します

交通安全啓発推進事業　P２９０～２９３
　私道で見通しが悪く危険な場所への道路反射鏡の設置、修繕をする費用に係る道路反射鏡設置
工事補助金の補助率を２分の１から３分の２に、また補助金の上限額を３万円から１０万円に引き上
げます。

第９期朝霞市高齢者福祉計画・介護保険事業計画を策定します

高齢者福祉計画及び介護保険事業計画推進事業　P１６２～１６５
　現行の計画が令和５年度で終了することから、令和３年度からの３か年で、令和６年度から令和８
年度までを計画期間とする「第９期朝霞市高齢者福祉計画・介護保険事業計画」を策定します。

- 6 -



18

３３０万９千円

（担当：文化財課）

19

４，２２０万円

（担当：中央公民館）

20

４４０万５千円

（担当：中央公民館）

21

５，３５６万円

（担当：中央公民館）

22

５，１２５万４千円

（担当：中央公民館）

博物館外壁等改修工事（設計）を行います

施設改修事業（博物館）　P３６０・３６１
　博物館の外壁等の改修工事に係る設計を行います。

北朝霞公民館空調設備改修工事（設計）を行います

中央公民館長寿命化改修工事（設計）を行います

施設改修事業（公民館）　P３７６・３７７
　公共施設等マネジメント実施計画に基づき、中央公民館の長寿命化改修工事に係る設計を行いま
す。

施設改修事業（公民館）　P３７６・３７７
　北朝霞公民館について、利用者の利便性を高めるとともに、災害時に避難所を適切に開所するた
め、空調設備の改修工事に係る設計を行います。

東朝霞公民館空調設備改修工事を行います

施設改修事業（公民館）　P３７６・３７７
　東朝霞公民館について、利用者の利便性を高めるため、空調設備の改修工事を行います。

中央公民館のエレベーターを更新します

施設改修事業（公民館）　P３７６・３７７
　中央公民館に設置しているエレベーターについて、利用者の利便性、安全性を高めるため、エレ
ベーターの更新を行います。
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2　子育てがしやすいまちを目指す取組

1

１６１万４千円

（担当：障害福祉課）

2

６万５千円

（担当：こども未来課）

3

１，２５８万４千円

（担当：こども未来課）

4

１，１１１万２千円
４７６万２千円

（担当：保育課）

5

２６５万３千円

（担当：保育課）

6

（担当：保育課）

子ども・子育て支援事業　P１８８～１９１

６０万円
２７０万円

児童相談事業　P１７４～１７７

多子世帯の保育料を軽減します（再掲）

保育園運営事業　P１８２～１８７

公設公営保育園で使用したおむつの回収を実施します

保育園運営事業　P１８２～１８７

子ども・子育て支援事業　P１８８～１９１
放課後児童クラブ運営事業　P１９２・１９３

　送迎バスを運行する市内の保育園・放課後児童クラブに対し、バスに置き去り防止安全装置を
設置するための費用を補助します。

保育園・放課後児童クラブの送迎バスに置き去り防止安全装置を設置するための
費用を補助します

　保護者と保育士の負担軽減を図るため、使用済おむつの回収・廃棄を行います。

障害児等療育支援事業を実施します

障害者生活支援事業　P１５８・１５９
　在宅の障害児及びその家族が安心して生活していくため、児童発達支援センターにおいて、障
害児等療育支援事業を実施し、身近な地域において、療育指導や相談等を受けられる体制の充
実を図ります。

児童虐待への対応やヤングケアラー支援につながる研修を実施します

　適切な支援の実施と児童虐待の予防・早期発見、ヤングケアラーの支援につなげるため、こど
もに関わる関係機関や職員に対する研修会の充実をし、支援体制を強化します。

第3期朝霞市子ども・子育て支援事業計画を策定します

子ども・子育て支援事業計画推進事業　P１７６・１７７
　第２期の計画が令和６年度で終了することから、令和７年度から令和１１年度を計画期間とする
「第３期子ども・子育て支援事業計画」を策定します。
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7

７０３万円

（担当：健康づくり課）

8

７，３０９万５千円

（担当：健康づくり課）

9

６５０万円

（担当：健康づくり課）

10

３，６００万円

（担当：健康づくり課）

11

４６万８千円

（担当：教育指導課）

12

８２万６千円

（担当：教育管理課）

13

７０２万１千円

（担当：教育総務課）

14

６６０万円

（担当：教育総務課）

「出産・子育て応援給付金」の支給に合わせ、相談体制を
充実します（再掲）

妊娠・出産包括支援事業　P２１４・２１５

多子世帯応援給付金を支給します（再掲）

妊娠・出産包括支援事業　P２１４・２１５

産後の健診費用の一部を補助します

妊婦一般健康診査等事業　P２１０・２１１

育児用品をお届けします（再掲）

妊娠・出産包括支援事業　P２１４・２１５

　産婦健診の受診を促進するため、妊娠中の妊婦健康診査（14回）に加え、産後1か月前後で受
診する産婦健診についても、費用の一部を補助します。

小学校少人数学級整備事業　P３２２・３２３
　小学校の学級定員の引き下げによる学級数の増加に伴い、普通教室が不足することから、第三
小学校及び第六小学校で、教室の整備工事（教室転用工事）を行います。

コミュニティスクールの設置校を増やします

学校運営協議会事業　P３１６・３１７

教育相談事業の充実を図ります（再掲）

教育相談事業　P３０６～３０９

小学校施設改修事業　P３２２・３２３
　第十小学校の校舎及びプール棟について、外壁等の大規模改修工事に係る設計を行います。

　　コミュニティ・スクールの仕組みを導入していない学校に、学校運営協議会を新たに設置する
ことで、地域と連携した学校運営の充実及び改善や児童生徒の健全育成に取り組みます。

第十小学校校舎大規模改修工事（設計）を行います

少人数学級に対応するため普通教室への転用整備工事を行います
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15

５億８，１５０万８千円

（担当：教育総務課）

16

４億４，２２２万円

（担当：教育総務課

17

１，００８万５千円

７３４万４千円

（担当：教育管理課）

18

１億１，７９６万４千円

（担当：教育総務課）

19

１，７７６万円

（担当：学校給食課）

20

６，００５万１千円

（担当：学校給食課）

中学校施設改修事業　P３３０・３３１

学校給食単価見直しによる改定分を市が負担します（再掲）

３人目以降の学校給食費を無償化します（再掲）

学校給食運営事業　P３３８～３４１

学校給食運営事業　P３３８～３４１

小学校教育扶助事業　P３２４・３２５

就学援助費の費目を追加し、合わせて単価の引き上げを行います

第六小学校校舎の増築工事を行います（再掲）

第六小学校校舎増築事業　P３２２～３２５

第九小学校校舎の増築工事を行います（再掲）

第九小学校校舎増築事業　P３２４・３２５

　第二中学校校舎の外壁及び屋上防水の改修工事を行います。

中学校教育扶助事業　P３３２・３３３
　公立の小・中学校に在籍する児童生徒の保護者の方に支給している就学援助費について、オン
ライン授業に対応するための「オンライン通信費等」の費目を追加し、合わせて、単価の引き上げ
を行います。

第二中学校校舎外壁等改修工事を行います
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3　つながりのある元気なまちを目指す取組

1

３８万５千円

（担当：地域づくり支援課）

2

２５万４千円

（担当：障害福祉課）

3

１，５１９万円

（担当：長寿はつらつ課）

4

４２７万９千円

（担当：健康づくり課）

5

１８９万４千円

（担当：産業振興課）

6

９２７万４千円
７２万６千円

（担当：まちづくり推進課）

7

５６９万円

（担当：まちづくり推進課）

イベントボランティアの活動環境を整備します

市民活動支援ステーション運営事業　P１２８・１２９
　イベントボランティアに登録している方々の活動環境を整備するため、ボランティア保険料の負
担と揃いのＴシャツを支給します。

中小企業融資制度利用者について、実質無利子化します（再掲）

中小企業支援事業　P２５６・２５７

燃料費高騰等の影響を受けている交通事業者に支援金を交付します
（再掲）

交通施策推進事業　P２９０・２９１

障害のある人による芸術作品の制作及び作品の展示会を開催します

障害者スポーツ・レクリエーション事業　P１５４・１５５

地域密着型サービス施設の整備を図るため、事業所の整備に必要な費用に係る
補助金を交付します

　市内循環バスについて、利用実態に応じた効率的な運行及び運転手の労働環境の向上を図る
ため、ダイヤの見直しを行います。

第３次あさか健康プラン２１を策定します

あさか健康プラン２１推進事業　P２０８・２０９
　「あさか健康プラン２１（第２次）」が令和５年度で終了することから、令和６年度を始期とする新
たな計画を策定します。

　丸沼芸術の森に所属する芸術家指導のもと、障害のある人が芸術作品を制作し、同所において
作品の展示会を開催することにより、障害のある人の芸術活動の促進を支援します。

高齢者自立生活支援事業　P１６６～１６９
　訪問介護員等が居宅を訪問して、２４時間対応で介護や日常生活上の緊急対応などを行う「定
期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」のサービスを開始する事業者に補助金を交付します。

市内循環バスの運行ダイヤの見直しを行います

交通施策推進事業　P２９０・２９１
市内循環バス運営事業　P２９０・２９１
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8

１４０万５千円

（担当：まちづくり推進課）

9

１，５６５万９千円

（担当：生涯学習・スポーツ課）

市内循環バスについて、「バスロケーションシステム」を導入します

市内循環バス運営事業　P２９０・２９１
　バス利用者の利便性を向上させるため、市内循環バスの運行状況をスマートフォン等でリアル
タイムに確認できる「バスロケーションシステム」を導入します。

施設改修事業（武道館）　P３８８・３８９
　武道館施設改修工事に伴い、朝霞地区シルバー人材センター所有の建物の解体が必要になる
ことから、建物解体の補償料及び仮事務所への移転にかかる費用を補償します。

武道館施設改修工事に伴い、朝霞地区シルバー人材センターに補償料を支払いま
す
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4　自然・環境に恵まれたまちを目指す取組

1

2

１２８万６千円

（担当：環境推進課）

3

１２０万円

（担当：環境推進課）

4

４８３万６千円

（担当：資源リサイクル課）

5

２，５００万円

（担当：道路整備課）

6

１，０００万円

（担当：まちづくり推進課）

　北朝霞駅周辺において、公共空間の利活用やウォーカブル推進といった施策を展開するため、
駅前広場の改修に係る設計を行います。

再生可能エネルギー普及推進事業　P２３０・２３１
　太陽光発電システム等の設置費用補助の対象を太陽光発電システム、家庭用燃料電池（エネ
ファーム）、蓄電池、雨水貯留槽に加え、令和５年度からはHEMS、V2Hも対象とします。

第６次一般廃棄物処理基本計画を策定します

一般廃棄物処理基本計画策定事業　P２３２～２３５
　現行の計画が令和５年度で終了することから、令和４年度からの２か年で、令和６年度から令和
１５年度までを計画期間とする第６次一般廃棄物処理基本計画を策定します。

あずま南地区の土地区画整理を進めます

住居表示整備事業　P１０６・１０７
水利組合事業　P２５４・２５５
あずま南地区土地区画整理推進事業　P２７８・２７９

　令和４年度から令和１１年度を事業施行期間とする、あずま南地区の土地区画整理を推進する
ため、朝霞市あずま南地区土地区画整理組合に対して補助金を交付します。あわせて、住居表示
を実施するとともに、利用が終了している東用水施設のうち、土地区画整理事業区域内の送水管
を撤去します。

都市計画総務事務事業　P２７６・２７７
　北朝霞・朝霞台駅周辺において、「居心地が良く歩きたくなるまちなか」の創出と、「人でにぎわ
う魅力的な商業エリアの形成」を目指すため、官民連携による北朝霞エリアの将来像を検討しま
す。

北朝霞駅西口駅前広場の改修工事（設計）を行います

北朝霞・朝霞台駅周辺地区の未来ビジョンを策定します

太陽光発電システム等の設置費用補助の対象を
拡大します

駅前広場改修事業　P２７０・２７１

ドッグラン施設を開設します

鳥獣・害虫管理事業　P２２８・２２９
　令和５年４月末に、わくわくどーむ近辺に浜崎ドッグランを開設します。

（担当：総合窓口課）
（担当：産業振興課）

（担当：まちづくり推進課）

1１４万５千円
１，２００万円

４億円
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7

１４万６千円
２９７万円

（担当：まちづくり推進課）

8

１，４１５万７千円

（担当：みどり公園課）

9

２，５７４万９千円

（担当：みどり公園課）

10

１，７７１万円

（担当：みどり公園課）

11

９１５万６千円

（担当：みどり公園課）

12

６億７，０１７万７千円

（担当：みどり公園課）

まぼりひがし公園・まぼりみなみ公園を整備します

都市計画マスタープラン策定事業　P２７８・２７９

都市計画マスタープランを策定します

都市計画総務事務事業　P２７６・２７７

　身近な公園が不足する地域の解消を図り、また市民の憩いの場、災害時の避難場所としても活
用できるように、（仮称）宮戸二丁目公園の設計をします。

滝の根公園の遊歩道を改修します

公園施設改修事業　P２８４・２８５

内間木公園の拡張整備について基本構想を策定します

内間木公園拡張整備基本構想等策定事業　P２８４～２８７
　令和４年度からの２か年で、第二期整備が進む国道２５４号和光富士見バイパス沿道活性化の
検討にあわせて、市が保有する旧憩いの湯跡地を含めた内間木公園の拡張整備について基本構
想を策定します。

（仮称）宮戸二丁目公園を整備します

（仮称）宮戸二丁目公園整備事業　P２８６・２８７

公園施設改修事業　P２８４・２８５
　利用者の利便性及び安全性の向上を図るため、駐車場の出入口を増設するとともに、駐車ス
ペースを増やします。

青葉台公園第２駐車場を改修します

　現行の「朝霞市都市計画マスタープラン」が、令和７年度で計画期間が終了することから、令和8
年度から令和27年度までを計画期間とする新たなマスタープランを策定します。

　滝の根公園の老朽化した遊歩道を改修します。

公園施設改修事業　P２８４・２８５
　遊具等の施設の設置や、災害時の避難場所としても活用できるように、まぼりひがし公園・まぼ
りみなみ公園の設計をします。
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5　基本構想を推進するための取組

1

３３２万２千円

（担当：デジタル推進課）

2

１，４９１万１千円

（担当：政策企画課）

3

３万３千円

（担当：政策企画課）

4

７，０００万円

（担当：まちづくり推進課）

　市民や事業者がインターネット上で情報を閲覧できるようするため、GIS（地理情報システム）
を導入します。

第６次総合計画を策定します

第６次総合計画策定事業　P９０・９１

　第５次総合計画が令和７年度で終了することから、令和８年度から令和１７年度までを計画期間
とする「第６次朝霞市総合計画」を策定します。

朝霞地区４市共用火葬場の基本構想を策定します（再掲）

朝霞地区４市共用火葬場設置検討事業　P９０～９３

AI-OCR及びRPAの導入により業務の効率化を図ります

デジタル推進事業　P７８～８１

　AI-OCR及びRPAの導入による定型的な入力事務等の自動化に取り組み、業務の効率化を図
ります。

GISの導入により窓口業務の一部をオンライン化します

都市計画総務事務事業　P２７６・２７７
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1 ３，２５８万円

前掲P４

2 １億７，６０３万５千円

前掲P４

3 ７５４万８千円

前掲P５

4 ４２４万９千円

前掲P５

5 ６，２６４万６千円

前掲P６

6 １，０２３万円

前掲P６

7 １，５４７万５千円

前掲P６

8 ２，５００万円

前掲P１３

9 １，４１５万７千円

前掲P1４

10 ２，５７４万９千円

前掲P1４

11 １，７７１万円

前掲P1４

12 ６億７，０１７万７千円

前掲P１４

13 ７０２万１千円

前掲P９

滝の根公園の遊歩道を改修します

第十小学校校舎大規模改修工事（設計）を行います
小学校施設改修事業　P３２２・３２３

北朝霞駅西口駅前広場の改修工事（設計）を行います

まぼりひがし公園・まぼりみなみ公園を整備します
公園施設改修事業　P２８４・２８５

公園施設改修事業　P２８４・２８５

市庁舎長寿命化改修工事（劣化診断調査、基本設計）を行います
庁舎施設改修事業　P７４・７５

市庁舎本館空調設備等改修工事を行います
庁舎施設改修事業　P７４・７５

内間木支所長寿命化対策（耐震診断調査）を行います

仲町市民センター大規模改修工事（設計）を行います
施設改修事業（市民センター）　P１３４・１３５

総合福祉センター改修工事を行います

内間木支所管理事業　P１３６・１３７

（仮称）宮戸二丁目公園整備事業　P２８６・２８７

施設改修事業（総合福祉センター）　P１６２・１６３

朝光苑施設改修工事を行います
施設改修事業（特別養護老人ホーム）　P１７２・１７３

駅前広場改修事業　P２７０・２７１

（仮称）宮戸二丁目公園を整備します

朝光苑長寿命化改修工事（劣化状況調査）を行います
特別養護老人ホーム管理運営事業　P１７２・１７３

公園施設改修事業　P２８４・２８５

青葉台公園第２駐車場を改修します

③建設・修繕等に係る事業（再掲）
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14 ６６０万円

前掲P９

15 ５億８，１５０万８千円

16 ４億４，２２２万円

17 １億１，７９６万４千円

前掲P１０

18 ３３０万９千円

前掲P７

19 ４，２２０万円

前掲P７

20 ４４０万５千円

前掲P７

21 ５，３５６万円

前掲P７

22 ５，１２５万４千円

前掲P７

第六小学校校舎の増築工事を行います
第六小学校校舎増築事業　P３２２～３２５

第九小学校校舎の増築工事を行います
第九小学校校舎増築事業　P３２４・３２５

第二中学校校舎外壁等改修工事を行います
中学校施設改修事業　P３３０・３３１

少人数学級に対応するため普通教室への転用整備工事を行います
小学校少人数学級整備事業　P３２２・３２３

東朝霞公民館空調設備改修工事を行います
施設改修事業（公民館）　P３７６・３７７

施設改修事業（公民館）　P３７６・３７７

中央公民館長寿命化改修工事（設計）を行います
施設改修事業（公民館）　P３７６・３７７

中央公民館のエレベーターを更新します

施設改修事業（公民館）　P３７６・３７７

北朝霞公民館空調設備改修工事（設計）を行います

博物館外壁等改修工事（設計）を行います
施設改修事業（博物館）　P３６０・３６１

前掲P３、P１０

前掲P３、P１０
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1 １３６万４千円

前掲P４

2 ６９３万円

前掲P５

3 １，４９１万１千円

前掲P１５

4 １１０万円

前掲P５

5 ２５６万７千円

前掲P６

6 １，２５８万４千円

前掲P８

7 ４２７万９千円

前掲P１１

8 ４８３万６千円

前掲P１３

9 ３１１万６千円

前掲P1４

10 １，０００万円

前掲P1３

11 ５００万円

前掲P６

12 ９１５万６千円

前掲P１４

都市計画総務事務事業　P２７６・２７７

朝霞駅南口駅前通りの一方通行化及び周辺道路の安全対策を検討します

都市計画マスタープラン策定事業　P２７８・２７９

障害者プラン・障害福祉計画推進事業　P１５４・１５５

第６次一般廃棄物処理基本計画を策定します
一般廃棄物処理基本計画策定事業　P２３２～２３５

第９期朝霞市高齢者福祉計画・介護保険事業計画を策定します
高齢者福祉計画及び介護保険事業計画推進事業　P１６２～１６５

内間木公園の拡張整備について基本構想を策定します

内間木公園拡張整備基本構想等策定事業　P２８４～２８７

第２期朝霞市公共施設等マネジメント実施計画を策定します
公有財産管理事業　P７２・７３

第3期朝霞市子ども・子育て支援事業計画を策定します
子ども・子育て支援事業計画推進事業　P１７６・１７７

第３次あさか健康プラン２１を策定します
あさか健康プラン２１推進事業　P２０８・２０９

第６次総合計画を策定します
第６次総合計画策定事業　P９０・９１

地域防災計画を改定します
地域防災計画策定事業　P８４・８５

都市計画総務事務事業　P２７６・２７７

第６次朝霞市障害者プラン等を策定します

都市計画総務事務事業　P２７６・２７７

北朝霞・朝霞台駅周辺地区の未来ビジョンを策定します

都市計画マスタープランを策定します

④計画策定に係る事業（再掲）
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款 本年度予算額 前年度予算額

比 較

増 減
前 年 度 に
対 す る 割 合

本 年 度 予 算
総額に対する割合

01 市 税 23,799,554 23,036,391 763,163 103.3 47.6

02 地 方 譲 与 税 219,000 233,000 △14,000 94.0 0.4

03 利 子 割 交 付 金 8,000 14,000 △6,000 57.1 0.0

04 配 当 割 交 付 金 171,000 106,000 65,000 161.3 0.3

05 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 137,000 122,000 15,000 112.3 0.3

06 法 人 事 業 税 交 付 金 199,000 187,000 12,000 106.4 0.4

07 地 方 消 費 税 交 付 金 3,415,000 2,922,000 493,000 116.9 6.8

08 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 12,000 12,000 0 100.0 0.0

09 環 境 性 能 割 交 付 金 26,000 44,000 △18,000 59.1 0.1

10 国有提供施設等所在市町村助成交付金 121,000 121,000 0 100.0 0.2

11 地 方 特 例 交 付 金 216,000 183,000 33,000 118.0 0.4

12 地 方 交 付 税 619,000 298,000 321,000 207.7 1.2

13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 13,402 13,224 178 101.3 0.0

14 分 担 金 及 び 負 担 金 597,115 746,816 △149,701 80.0 1.2

15 使 用 料 及 び 手 数 料 826,061 830,239 △4,178 99.5 1.7

16 国 庫 支 出 金 10,421,567 9,566,155 855,412 108.9 20.9

17 県 支 出 金 3,654,848 3,468,244 186,604 105.4 7.3

18 財 産 収 入 143,258 143,165 93 100.1 0.3

19 寄 附 金 22,931 7,000 15,931 327.6 0.1

20 繰 入 金 928,651 77,529 851,122 1,197.8 1.9

21 繰 越 金 450,000 450,000 0 100.0 0.9

22 諸 収 入 1,162,613 1,124,537 38,076 103.4 2.3

23 市 債 2,837,000 1,922,700 914,300 147.6 5.7

歳 入 合 計 50,000,000 45,628,000 4,372,000 109.6 100.0

３ 歳入予算

歳入予算内訳

市税

237億9,955万4千円（47.6％）

〈230億3,639万1千円〉

国庫支出金 104億2,156万7千円（20.9％）

〈95億6,615万5千円〉県支出金 36億5,484万8千円（7.3％）

〈34億6,824万4千円〉

地方消費税交付金 34億1,500万円（6.8％）

〈29億2,200万円〉

市債 28億3,700万円（5.7％）

〈19億2,270万円〉

諸収入 11億6,261万3千円（2.3％）

〈11億2,453万7千円〉

繰入金 9億2,865万1千円（1.9％）

〈7,752万9千円〉

使用料及び手数料 8億2,606万1千円（1.7％）

〈8億3,023万9千円〉

分担金及び負担金 5億9,711万5千円（1.2％）

〈7億4,681万6千円〉

地方交付税 6億1,900万円（1.2％）

〈2億9,800万円〉

繰越金 4億5,000万円（0.9％）

〈4億5,000万円〉

その他 12億8,859万1千円（2.5％）

〈11億8,538万9千円〉

・市税内訳
市民税
119億2,414万4千円<113億5,994万7千円>

固定資産税
95億5,662万9千円<94億1,283万5千円>

軽自動車税
1億5,013万2千円<1億4,244万8千円>

市たばこ税
8億194万1千円<7億7,488万8千円>

都市計画税

13億6,670万8千円<13億4,627万3千円>

歳入合計
500億円

（ ）内は構成比、〈 〉内は前年度予算額

〈456億2,800万円〉

※パーセント表記のものについては、小数点以下第２位を四捨五入しています。

単位：千円・％

※「その他」は、地方譲与税、利子割交付
金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付
金、法人事業税交付金、ゴルフ場利用税交
付金、環境性能割交付金、国有提供施設等
所在市町村助成交付金、地方特例交付金、
交通安全対策特別交付金、財産収入、寄附
金の合計です。
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款 本年度予算額 前年度予算額

比 較

増 減
前 年 度 に
対 す る 割 合

本 年 度 予 算
総額に対する割合

01 議 会 費 286,127 285,480 647 100.2 0.6

02 総 務 費 4,997,137 4,161,943 835,194 120.1 10.0

03 民 生 費 25,583,111 24,665,289 917,822 103.7 51.2

04 衛 生 費 3,973,827 3,843,111 130,716 103.4 8.0

05 労 働 費 1,753 1,738 15 100.9 0.0

06 農 林 水 産 業 費 82,370 72,279 10,091 114.0 0.2

07 商 工 費 163,387 235,697 △72,310 69.3 0.3

08 土 木 費 4,806,799 3,042,708 1,764,091 158.0 9.6

09 消 防 費 1,511,493 1,571,594 △60,101 96.2 3.0

10 教 育 費 5,423,212 4,520,651 902,561 120.0 10.8

11 公 債 費 3,114,776 3,171,502 △56,726 98.2 6.2

12 諸 支 出 金 6,008 6,008 0 100.0 0.0

13 予 備 費 50,000 50,000 0 100.0 0.1

歳 出 合 計 50,000,000 45,628,000 4,372,000 109.6 100.0

歳出予算内訳

民生費 255億8,311万1千円（51.2％）

〈246億6,528万9千円〉

教育費 54億2,321万2千円（10.8％）

〈45億2,065万1千円〉

総務費 49億9,713万7千円（10.0％）

〈41億6,194万3千円〉

土木費 48億679万9千円（9.6％）

〈30億4,270万8千円〉

衛生費 39億7,382万7千円（8.0％）

〈38億4,311万1千円〉

公債費 31億1,477万6千円（6.2％）

〈31億7,150万2千円〉

消防費 15億1,149万3千円（3.0％）

〈15億7,159万4千円〉

その他 5億8,964万5千円（1.2％）

〈6億5,120万2千円〉

※「その他」は議会費、商工費、農林水産費、予備費、諸支出金、労働費の合計です。

（ ）内は構成比、〈 〉内は前年度予算額

議会費…議会の活動のための経費です。
総務費…徴税・戸籍・選挙・統計などのための経費です。
民生費…福祉や保育など、住民の一定水準の生活を確保し、安定した社会生活を保障するための経費です。
衛生費…公害対策やごみ処理など、住民の健康で衛生的な生活環境を保持するための経費です。
労働費…労働者を支援する各種事業のための経費です。
農林水産業費…農業の改良や組合の指導育成、農業施設の管理のための経費です。
商工費…中小企業への融資支援、商工業の振興などのための経費です。
土木費…道路橋りょうの整備・改良、都市計画などのための経費です。
消防費…埼玉県南西部消防局の運営や消防団の活動などのための経費です。
教育費…学校・博物館・公民館・図書館などの施設の設置管理、その他教育や学術文化に関する事務を行うための経費です。
公債費…市が借り入れした市債（借金）の元金、利子の償還（返済）費です。

歳出合計
500億円

〈456億2,800万円〉

４ 歳出予算

※パーセント表記のものについては、小数点以下第２位を四捨五入しています。

単位：千円・％
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